
令 和 ７ 年 ４ 月 30日  

県土整備部都市計画課  

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について 

 

令和７年４月30日付けで、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事

規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１ 規制区域図 

  別紙のとおり（山形市を除く県内34市町村） 

※市町村別の規制区域図は山形県ホームページに掲載しています。 
https://www.pref.yamagata.jp/180019/kurashi/syakaikiban/morido/kuiki.html 

 

２ 許可申請等の手続き及び窓口 

 規制区域の指定に伴い、規制区域内において一定規模以上の盛土や切土、土石の

堆積を行う場合は、あらかじめ県知事の許可を受ける、もしくは届出を行う必要が

あります。許可申請等の手続きについては、各地域を所管する以下の窓口にご相談

ください。 

 

地域 所管窓口 

村山地域（山形市を除く） 村山総合支庁建設部建設総務課 

最上地域 最上総合支庁建設部建設総務課 

置賜地域 置賜総合支庁建設部建設総務課 

庄内地域 庄内総合支庁建設部建設総務課 

 ※山形市内については、中核市の山形市が規制区域の指定及び許可等を行います。 

プレスリリース 

問合せ先 

 県土整備部 都市計画課 

  課長補佐 齋藤 

  電話 023-630-2585 

広報監 

 県土整備部次長 牧野 

https://www.pref.yamagata.jp/180019/kurashi/syakaikiban/morido/kuiki.html

